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公調委平成２３年（ゲ）第５号 高槻市におけるエアコン室外機からの騒音・低周

波音による健康被害原因裁定申請事件

裁 定

（当事者省略）

主 文

１ 申請人ａの両耳の感音難聴及び申請人らの受けている睡眠妨害による肉体的

・精神的苦痛（疲労も含む）の一因は，被申請人らが別紙１「物件目録」記載

の建物に設置したエアコン室外機１２台の全部又は一部から発生する騒音（低

周波音は含まない。）であると認められる。

２ 申請人らのその余の申請をいずれも棄却する。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求める裁定

１ 申請人ら

申請人らが両耳の感音難聴及び不眠症を発症し，また，長期間の睡眠妨害に

よる精神的・肉体的苦痛及び疲労を受けたのは，被申請人らの管理運営する別

紙１「物件目録」記載の建物に設置したエアコン室外機１２機から発生した騒

音及び低周波音による，との原因裁定を求める。

２ 被申請人ら

本件裁定申請をいずれも棄却する，との裁定を求める。

第２ 事案の概要

本件は，大阪府高槻市内に居住する申請人らが，隣接する別紙１「物件目

録」記載の建物（以下「本件建物」という。）に設置されたエアコン室外機か

ら発生する騒音及び低周波音によって，両側感音難聴や不眠症に罹患し，また，

長期間の睡眠妨害により肉体的・精神的苦痛及び疲労を受けたと主張して，そ
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の因果関係に係る原因裁定を求めた事案である。

１ 前提事実（当事者間に争いのない事実，文中掲記の各証拠及び審問の全趣旨

により容易に認められる事実）

(1) 当事者等

ア 申請人ｂ（以下「申請人ｂ」という。）及び同ａ（以下「申請人ａ」と

いう。）は母子であり，昭和４４年１０月から（申請人ａは昭和４５年９

月２８日の誕生以降），現住所地の住宅（以下「申請人宅」という。）に

居住している（申請人ａ，同ｂ）。

イ 被申請人株式会社ｃ（以下「被申請人ｃ」という。）は，不動産賃貸・

管理業等を営む株式会社であり，被申請人ｄ（以下「被申請人ｄ」とい

う。）は，本件建物の所有者である（乙２）。

(2) 現場の状況

ア 本件建物は，平成２１年３月６日に建築された全１２室（３階建てで各

階４室）の賃貸物件であり，被申請人ｄから委託を受けた被申請人ｃが，

同年４月から全室を賃貸している（乙３の１ないし１２）。

イ 本件建物の各室西側（申請人宅側）にはベランダが設けられており，そ

こに各室のエアコン室外機（以下，まとめて「本件室外機」という。）が

西向きに設置されている（なお，本件室外機は，２階の１室のみベランダ

に宙吊りされているが，それ以外はベランダ床に設置されている。）。ま

た，ベランダには金属製の網目状の囲いが設けられている。

ウ 申請人宅と本件建物との位置関係は，別紙２「１ 申請人宅と本件建物

との位置関係図」のとおりであり，申請人宅が西側，本件建物が東側に位

置する。また，申請人宅と本件建物との間隔は約５ｍであり，その空き地

部分（本件建物の敷地）は，本件建物居住者の駐車・駐輪場として利用さ

れている。

エ 申請人宅内の間取り等は，別紙２「２ 申請人宅平面図」のとおりであ
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る。

(3) 本件室外機の概要

本件室外機は，いずれもｅ株式会社製の冷暖房用壁掛型ルームエアコンの

室外ユニット（形名：□□-△△）であり，その仕様書によると，運転音

（測定条件：無響室，Ａスケール，ＪＩＳ Ｃ ９６１２による。）は，冷房

時４４dB，暖房時４５dBとされている（乙４）。

(4) 申請人らの疾病

ア 申請人ａについて，平成２２年１１月１０日付けでｆ病院耳鼻咽喉科医

師が作成した診断書には，傷病名として「両側感音難聴」と記載され，

「聴力検査上，両側４０００Hzの聴力レベルが３０dBの軽度感音難聴を認

める。」との附記がある。（甲２の１・３）

また，平成２５年２月５日付けで同病院耳鼻咽喉科医師（上記とは別の

医師）が作成した診断書には，傷病名として「両側感音難聴，両側耳鳴」

と記載され，「純音聴力検査上，４０００Hzで右３５dB，左４０dB，８０

００Hzで左５０dBの難聴を認める。また，耳鳴検査では右２０００Hzで１

０dB，左２０００Hzで２０dB，両側で１０００Hz，１５dBの耳鳴を認め

る。」との附記がある（甲２の４）。

イ 申請人ｂについて，平成２３年２月２１日付けで高槻市内のｇ内科の医

師が作成した診断書には，傷病名として「不眠症」と記載されている（そ

れ以外の記述はない。）。（甲２の２）

(5) 本件申請に至る経緯

ア 申請人らは，本件室外機から発生する騒音により睡眠妨害などの被害を

受けていることを主張して，平成２２年２月１８日，茨木簡易裁判所に対

し，被申請人らを相手方として調停を申し立てたが（同裁判所平成２２年

(ノ)第１７号慰謝料請求調停事件），同年４月８日の第１回調停期日で不

調となった。
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イ 申請人らは，同じ問題について，同年１２月１４日，大阪府公害審査会

に対して調停を申請した（平成２２年(調)第４号エアコン室外機騒音事

件）。この調停手続の中で，申請人らは，公害等調整委員会の原因裁定を

利用することを希望したところ，関係者の間で原因裁定の終了まで調停手

続を休止することの了解が得られたため，申請人らは，平成２３年６月１

６日，本件申請を行った。

２ 因果関係に関する当事者の主張

【申請人らの主張】

本件建物は，平成２１年３月に完成し，その後入居が始まったが，同年１１

月下旬から現在に至るまで，本件室外機のうち複数が稼働する際の騒音及び低

周波音が深夜中鳴り響き，この騒音が申請人宅東面の屋根，壁，窓，換気扇を

透過して室内に侵入してくる。

この騒音及び低周波音により，２階の２つの部屋で就寝していた申請人らは，

深夜間ほとんど睡眠が取れなくなり，申請人ａは両側感音難聴，申請人ｂは不

眠症を発症した。また，長期間の睡眠妨害により体調不良を起こし，肉体的・

精神的苦痛及び疲労を受けている。

【被申請人らの主張】

否認する。

本件室外機からは騒音と評価し得るほどの音は発生していない。また，申請

人宅から本件室外機までは約５ｍの距離があることから，本件室外機の運転音

が申請人宅内にまで及ぶとは考え難く，その運転音と申請人らの体調不良との

因果関係は全く立証されていない。

第３ 当裁定委員会の判断

１ 職権調査の結果

当裁定委員会は，申請人らの主張する被害と本件室外機から発生する音との

関係等を把握するため，株式会社日環サービス（以下「日環サービス」とい
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う。）に対して，騒音及び低周波音の状況等の測定・分析を委託し，平成２５

年２月８日から同月１０日にかけて測定等の調査が実施された。その調査方法

と結果，それについての考察は，「高槻市におけるエアコン室外機からの騒音

及び低周波音の測定・分析に関する調査 調査結果報告書」（職１）に記され

ているところ，その内容は以下のとおりである。

(1) 調査方法

ア 騒音及び低周波音の測定・分析方法

(ｱ) 準拠する規格等

・「騒音に係る環境基準の評価マニュアル（基本評価編）」（平成１

１年６月 環境庁大気保全局）

・「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成１２年１０月

環境庁大気保全局）

・「低周波音問題対応の手引書」（平成１６年６月 環境省環境管理

局）

(ｲ) 測定項目

① 有人測定（監視測定）

有人測定（監視測定）とは，日環サービスの担当者が立ち会い，

本件室外機の稼働状況を確認しながら測定を実施するものである。

・測定日時 ：平成２５年２月８日午後１０時～翌９日午前６時

・測定量 ：Ｇ特性音圧レベル，Ａ特性音圧レベル

・周波数分析：１／３オクターブバンド分析（1～5000Hz）

② 無人測定（自動測定）

無人測定（自動測定）とは，日環サービスの担当者が測定装置の

設定のみ行い，立ち会わずに（本件室外機の稼働状況も確認せず

に）測定点における騒音及び低周波音のみを記録するものである。

・測定日時 ：平成２５年２月９日午後１０時～翌１０日午前６時
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・測定量 ：Ａ特性音圧レベル

・周波数分析：１／３オクターブバンド分析（20～5000Hz）

(ｳ) 測定点及びマイクロホンの位置

測定点及びマイクロホンの位置は，別紙２「２ 申請人宅平面図」

中の測定点ＡないしＤのとおりであり，詳細は次のとおりである。

・測定点Ａ 申請人宅東側敷地境界付近（北側）

２階窓高さ相当（５ｍ）にポールにて設置

・測定点Ｂ 申請人宅東側敷地境界付近（南側）

２階窓高さ相当（５ｍ）にポールにて設置

・測定点Ｃ 申請人宅２階北側洋室

部屋中央にマイクロホン高さ１．２ｍで設置

・測定点Ｄ 申請人宅２階南側和室

東側窓際（窓から０．５ｍ）にマイクロホン高さ１．

２ｍで設置

なお，有人測定の際には，測定点ＡないしＤの全てで測定を実施し，

無人測定の際には，測定点Ｂ及びＤのみで測定を実施した。

(ｴ) 騒音計等

測定に使用した騒音計及び低周波音圧レベル計は，次のとおりであ

り，これら騒音計のＡＣ出力をデータレコーダに接続し，全測定時間

にわたりデータ記録を行った。

・測定点Ａ及びＢ

騒音測定 ：普通騒音計（リオンNL-21）

聴感補正回路：平坦特性（Ｆ）

動特性：Fast

低周波音測定：低周波音圧レベル計（リオンNA-17）

周波数補正回路：平坦特性（SPL）
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動特性：Slow

・測定点Ｃ及びＤ

騒音及び低周波音測定：精密騒音計（リオンNL-62）

イ 本件室外機の稼働状況の確認方法

今回の調査では，本件室外機の稼働・停止のコントロールについて，本

件建物入居者の協力を得られなかったことから，入居者が任意にエアコン

を稼働・停止させている状態で測定を実施した。その際の本件室外機の稼

働状況の確認は，日環サービス担当者の目視等によるものである。

ウ 体感記録調査の方法

騒音及び低周波音の測定と併せて，申請人らによる体感記録調査を実施

した。体感記録調査は，申請人らがその時に感じている音の状況や不快感

の度合い等をあらかじめ用意した記録用紙に記入する方法で実施した。

なお，体感記録調査は，平成２５年２月８日午後１１時から翌９日午前

１時までの間（途中１０分間休憩）は，記入の間隔を１分間毎とし（以下

「詳細体感調査」という。），それ以外の時間帯は，随時の記入とした。

(2) 調査結果

ア 騒音及び低周波音の測定結果（概要）

調査中の主な騒音の発生源としては，本件室外機の稼働，本件建物の入

居者の出入り等の挙動，国道１７１号（距離約２００ｍ）の道路交通，調

査地点周辺道路の道路交通，阪急電鉄京都線（距離約２７０ｍ）の列車通

過などであった。

各測定点における騒音レベルの傾向としては，屋外と屋内のレベル差は

２０dB程度，測定点ＡとＢの騒音レベルは同程度，測定点ＣとＤの騒音レ

ベルは，測定点Ｄの方がＣに比べて高めであった。

低周波音の音圧レベル（Ｇ特性）を見ると，屋外の測定点（Ａ・Ｂ）で

は本件室外機の稼働に対応したレベル変化は認められず，屋内の測定点



8

（Ｃ・Ｄ）においても人の移動に伴うレベル変化が認められる程度である。

イ 本件室外機の稼働状況

本件建物の１階から３階の各室について，それぞれ北側から「部屋１」

ないし「部屋４」と番号を付けると，有人測定時間中，本件室外機の稼働

が明確に確認できたのは次のとおりである（「午後」は２月８日，「午

前」は２月９日である。）。

午後１０時 １階部屋２

午後１１時 ２階部屋２及び４

午前零時 １階部屋３

午前１時 確認できず

午前２時 １階部屋１

午前３時 １階部屋１

午前４時 １階部屋１

午前４時１０分以降は１階部屋１の室外機も停止しており，本件室外機

全機が停止していたものと思われる。

なお，有人測定中の屋外気温は，０．８℃から１．６℃の間で推移して

いた。

ウ 体感記録調査の結果

詳細体感調査中の申請人ａ及び同ｂの記録用紙記入状況は，別紙３「体

感記録帳結果表」のとおりである（別紙３「体感記録帳結果表」中の「申

請人１」は申請人ａ，「申請人２」は申請人ｂである。）。

なお，申請人ａは，詳細体感調査開始時の午後１１時には北側洋室（測

定点Ｃ）にいたが，午後１１時２９分に南側和室（測定点Ｄ）に移動し，

午後１１時４４分に再び北側洋室に戻り，午後１１時５５分まで調査を続

けた。そして，１０分間の休憩を挟んで，午前零時５分から北側洋室で体

感調査を開始したが，午前零時３４分に南側和室に移動し，午前０時４９
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分，北側洋室に戻り，午前１時の終了まで北側洋室で体感調査をした（こ

のように部屋を行き来した理由について，申請人ａは，自身の記憶にある

本件室外機の音と調査中の音を各部屋で比べるなどしていた旨述べてい

る。）。

(3) 考察

ア 調査結果の対応関係

(ｱ) 音圧レベルの対応関係

騒音については，本件室外機の稼働に起因すると考えられる定常音

の音圧レベルの変化が，申請人宅の内外で同調している時間帯が一部

で確認された（例えば，２月８日午後１０時４８分～５１分ころ，２

月９日午前零時７分ころ，同日午前零時３４分ころ）。なお，こうし

た変化は，測定点Ｃの方が，測定点Ｄよりも小さかった。

他方，低周波音については，申請人宅の内外で，定常音の音圧レベ

ル変化の同調は見られなかった。

(ｲ) 周波数領域での対応関係

上記のように，申請人宅の内外で同調した音圧レベル変化が観測さ

れた時間帯を抽出し，３分の１オクターブバンド周波数分析を行った。

なお，この分析に当たっては，室外機の騒音が定常音であることを考

慮し，音圧レベルの９０％レンジの下端値（Ｌ９５）について１分間毎

の整理を行った。

その結果，同調した音圧レベル変化が見られたのは，フィルタの中

心周波数８０，１００，１６０，５００，１６００Hzの周波数帯域で

あった。

また，本件室外機が全て停止していたと考えられる時間（２月９日

午前４時３７分）の周波数分析を行ったところ，申請人宅の内外で，

本件室外機の一部が稼働している場合の特徴的な周波数帯域のピーク
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が見られなかった。

(ｳ) 体感記録調査と騒音レベルとの対応関係

申請人らの不快感の度合いと騒音レベルの対応を検討するため，体

感記録調査中の１分間毎の騒音レベル（Ｌ９５）と不快感の度合いとの

相関関係を見たところ，申請人ｂについてはおおむね騒音レベルに応

じて不快感を示しているが，申請人ａについては，測定点Ｄにおける

３０dB程度のレベルの音）に対しては「不快」の反応を示すものの，

測定点Ｃにおける低いレベルの音については反応がばらついており，

一定の傾向は見られなかった。

また，体感記録調査で申請人らが不快感を示した時間について３分

の１オクターブバンド周波数分析を行った。その結果，測定点Ｃでは，

フィルタの中心周波数８０Hz及び１６０Hz帯域で音圧レベルのピーク

が見られ，また，測定点Ｄでは，１６０Hz及び１６００Hz帯域で音圧

レベルのピークが見られた。これを各申請人について見ると，申請人

ａの不快感が大きいときは１６０Hz帯域の音圧レベルが高いときであ

った。しかし，１６０Hz帯域における１分間毎のＬ９５の音圧レベル変

化と体感の対応関係を確認したところ，両者の間に明確な対応関係は

見られなかった。他方，申請人ｂの不快感の度合いは，１６０Hz及び

１６００Hz帯域の音圧レベルが高いときに対応する傾向が見られた。

イ 評価値・評価曲線との比較

(ｱ) 騒音に係る環境基準との比較

本件建物及び申請人宅が存在する地域は，都市計画法上の用途地域

が第二種住居地域であり，高槻市では，かかる地域の騒音に係る環境

基準として，夜間（午後１０時から午前６時）４５dB以下と定めてい

る。

これに対し，２月８日午後１０時から同月９日午前６時までの夜間
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の等価騒音レベルの平均値は，測定点Ａで４７dB，測定点Ｂで４６dB，

測定点Ｃで３０dB，測定点Ｄで２９dBであった。

他方，等価騒音レベルでは，本件建物の住民の挙動音や付近を通過

する車両の騒音等の一過性の騒音上昇によりレベルが高くなり，本件

室外機の騒音を正確に把握することが困難であることから，９０％レ

ンジの下端値（ＬＡ９５）を評価指標とすることとし，１分間のＬＡ９５を

算出したところ，２月８日午後１０時から同月９日午前６時までの夜

間のＬＡ９５の平均値は，測定点Ａ及びＢで４５dB，測定点Ｃで２３dB，

測定点Ｄで２６dBであった。なお，観測中，屋外の測定点で５０dB近

い騒音レベルが観測された時間（２月８日午後１０時台，１１時台）

もあった。

(ｲ) ＩＳＯ２２６（ＭＡＦ）との比較

騒音レベルの９０％レンジの下端値（Ｌ９５）を評価指標としたとこ

ろ，申請人宅内における体感記録調査中の音圧レベルは，８０Hz帯域

以上で，ISO226:2003“Acoustics-Normal equal-loudness level con

tours”で定められている最小可聴域を超える時間があった。なお，１

６０Hz帯域以上については，申請人らが「静か」と感じた時間帯（２

月９日午前零時３０分台ら午前零時５０分台など）や，本件室外機の

稼働が確認できなかった２月９日午前４時台，５時台においても最小

可聴値を超えていた。

また，申請人が不快感を訴えた時間や騒音レベルが低かった時間な

どの特徴的な時間を抽出して３分の１オクターブバンド周波数分析を

行ったところ，８０Hz帯域以上で最小可聴値を超える時間があった

（２月８日午後１０時５３分，同日午後１１時１９分，２月９日午前

０時８分等）。

(ｳ) 「気になる－気にならない」の評価値との比較
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「低周波音に対する感覚と評価に関する基礎研究」（昭和５５年度

文部省研究費「環境科学」特別研究，１９７９）において，中村らは

低周波音の優先感覚実験を行い，実験結果をもとに音に対する様々な

感覚の領域を図示した（被験者に，中心周波数と音圧レベルを組み合

わせたノイズをランダムに聞かせ，被験者の回答結果から，被験者の

５０％が気になると感じ始める最低レベルの音圧レベルを算出すると

いう実験により求められた数値をグラフ化したもの）。

このうち，「気になる－気にならない」の分水嶺となる評価値と，

申請人宅内での１分間毎のＬ９５を比較したところ，測定点Ｄにおける

２月９日午前零時８分の１００Hz帯域のみ，この評価値を超えており，

この音源は本件室外機であると考えられる。なお，この時間の申請人

ｂの不快感の度合いは「１（やや感じる）」であり，また，同申請人

の不快感の度合いが大きいときの測定結果が評価値を上回っていない

ことから，この周波数帯域が同申請人の不快感の度合いに関係してい

る可能性は低いと考えられる。

(ｴ) 低周波音の参照値との比較

「低周波音問題対応の手引書」（平成１６年６月環境省）に示され

た心身に係る苦情に関する参照値（以下，単に「参照値」という。）

は，別紙４「低周波音参照値」のとおりである。

申請人宅内外の全測定点における１時間毎のＧ特性音圧レベル（Ｌ

Ｇ９５）は，最大でも５４dB（測定点Ａ）であり，参照値９２dBを超える

ことはなかった。

また，周波数帯域別低周波音圧レベルのＬ９５を評価指標として，参

照値と比較したところ，２月９日（報告書には「８日」とあるが，９

日の誤記である。）午前零時８分に測定点Ｄにおける８０Hz帯域で参

照値を超えていた。ただし，前記(ｳ)と同様，この時間の申請人ｂの不
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快感の度合いは「１（やや感じる）」であり，また，同申請人の不快

感の度合いが大きいときの測定結果が参照値を上回っていないことか

ら，この周波数帯域が同申請人の不快感の度合いに関係している可能

性は低いと考えられる。

ウ まとめ（結論）

以上の結果から，申請人宅内外において，本件室外機の稼働状況と騒音

のレベル変化及び本件室外機の稼働に伴う周波数特性の変化に対応関係が

見られることから，本件室外機の稼働に伴う屋外の騒音が申請人宅内まで

伝わってきていると考えられる。

申請人宅内における騒音レベルは，測定当日は著しく高いものではなか

ったが，申請人ｂについては，こうした騒音レベルの変動と不快感の度合

いとの間に対応関係が見られ，その不快感の原因として，本件室外機の稼

働に伴う１６０Hz及び１６００Hz付近の周波数の騒音が関係している可能

性が高いと考えられる。

他方，申請人ａについては，不快感の一原因として，本件室外機の稼働

に伴う１６０Hz付近の周波数の騒音が関係している可能性も考えられるが，

この周波数帯のレベル変化と不快感の度合いとの対応関係は必ずしも明確

でなく，また，騒音レベルの変動との対応関係も明確でない。

なお，参照値との比較結果から，申請人らのいずれについても，本件室

外機の稼働に伴う低周波音が不快感の原因となっている可能性は低いと考

えられる。

２ 因果関係の判断

(1) 低周波音について

申請人ａは，不快感（耳鳴り，頭痛，耳痛等）の原因が低周波音にあると

考えた理由として，不快を感じる音が聞こえる時にその音を録音しようと試

みたが，所持していた録音機では録音できなかったため，その音が当該録音
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機（ＭＰ３）の録音可能周波数帯の下限（２０Hz）以下，すなわち低周波音

ではないかと考えたと述べる。また，職権調査の際には，室外機の稼働をコ

ントロールできないという制約があり，その結果のみでは，本件室外機から

問題となり得る低周波音が発生していないとする根拠にはならないとも述べ

る。

しかしながら，職１号証によれば，少なくとも調査実施中の室外機の稼働

と低周波音の音圧レベル変化は対応しておらず，そのレベルも心身に影響を

及ぼす可能性のあるものではなかったことが認められる。なお，職権調査に

おける制約が上記のとおりであるとしても，本件室外機は全て同じ機種が取

り付けられており，その一部だけが高レベルの低周波音を発生させるとは考

えにくいし，申請人ａが不快な音を録音できなかった点については，当該不

快を感じる音は外部からの音を聞いていたのではなく自身の耳鳴りを感じて

いたためである可能性も否定できない。

したがって，申請人らの疾患や睡眠妨害等の被害の原因が，本件室外機か

ら発生する低周波音にあるとは認められず，この点の申請人らの主張には理

由がない。

(2) 申請人ａの被害と本件室外機の稼働音との因果関係について

ア 不快感と本件室外機の稼働音との対応関係

申請人ａは，本件室外機の稼働に伴う騒音及び低周波音により，両側感

音難聴が発症し，睡眠妨害も受けていると主張するが，職１号証によれば，

申請人ａについては，本件室外機の稼働に伴う特徴的な周波数帯の音圧レ

ベル変化と不快感の度合いとの対応関係は必ずしも明確でなく，また，騒

音レベルの変動との対応関係も明確でない，との考察が示されている。

しかし，本件職権調査は，室外機の稼働について本件建物の入居者の協

力が得られなかったことから，稼働・停止のパターンをあらかじめ定めて

体感との整合性を確認するという通常の調査方法が採れなかった上，個々
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の室外機の稼働状況の確認は屋外からの視覚・聴覚によらざるを得ず，調

査が夜間に実施されたこともあって，その確認結果にあいまいさが残るこ

とも否定できない。また，職権調査実施中，同時に稼働が確認できた室外

機は最多で２台に過ぎず，より多くの室外機が稼働した場合や，甲１号証

において申請人ａが特に音が大きいとする１階南側と３階南側の室外機が

稼働した場合に，どのような騒音レベルとなり，又はどのような周波数帯

が卓越するかについては，職権調査によって明らかにすることができてい

ない（なお，申請人ａは，尋問の際，１階北側の室外機も音が大きいと述

べるところ，職１号証によれば，その室外機は２月９日午前２時ころから

午前４時ころまで稼働しており，その時間帯に３１５Hzの帯域で申請人宅

内外のレベル変化が同調し〔職１の２９～４１頁参照〕，ＬＡ９５の値も

測定点Ａ（屋外）で４５dB程度であること〔職１の資料１②の２頁参照〕

が認められる。）。

むしろ，こうした制約の下で行われた職権調査においても，室外機の稼

働音は申請人宅内に可聴音として伝搬すること，申請人ｂについては，稼

働音と見られる特徴的な周波数帯の音圧レベルの変動と体感との間におお

むね対応関係が認められたこと，申請人ａの体感調査の結果も，対応関係

が明確には認められないとはいえ，対応の可能性は肯定されていることは，

申請人ａの不快感の一因が本件室外機の稼働音にあることを窺わせる事情

ということができる。

こうした事情に加えて，申請人宅周辺には，本件室外機の他に，夜間，

定常音を申請人宅内に伝搬させる音源は見当たらないこと（被申請人ｄは，

本件建物南側に存在する共同住宅にも室外機が設置されているとの意見を

述べるが，少なくとも，それが申請人宅に向けて設置されていることは確

認できない〔事実調査の結果〕。），申請人ａは，これまで不快の原因が

本件室外機から発生する音にあることを，聴覚等で繰り返し確認している
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こと（甲１，申請人ａ）をも考慮すると，申請人ａが不快を感じる音と本

件室外機から発生する騒音は，常にではないにせよ対応していると認める

のが相当である。

イ 睡眠妨害と本件室外機の稼働音との因果関係

上記のとおり，申請人ａが不快を感じる音と本件室外機の稼働音は一部

で対応していると認められるところ，本件第２回審問期日において，申請

人ａだけが，期日会場の天井にある通気口から聞こえる設備稼働音（金属

音が混じる定常音）に反応し，強い耳鳴りを訴えたことなどからも窺われ

るように，申請人ａはこの種の定常騒音に特に敏感であり，こうした騒音

に長時間暴露された場合，聴覚系への刺激がストレスとなって気分不良や

頭痛等の様々な症状が発生するものと推察される。

そうすると，就寝時に本件室外機の全部又は一部が稼働している場合，

それが相当の時間にわたって申請人宅内に可聴域の騒音として伝搬すると，

申請人ａの意思とは関係なく聴覚系が反応し，入眠障害や中途覚醒などの

睡眠妨害が生じるものと考えられる。

したがって，後述するとおり，申請人ａの個人的資質が影響しているこ

とが推測されるものの，かかる睡眠妨害と本件室外機の稼働音との間の事

実的因果関係自体は認めるのが相当である（睡眠妨害を肯定する以上，こ

れに伴う肉体的・精神的苦痛（疲労も含む）との因果関係も認められ

る。）。

なお，本件申請の趣旨には，申請人ａが不眠症に罹患しているかのよう

な記載があるが，同申請人は医師から不眠症の診断を受けておらず，上記

睡眠妨害の事実だけでは，これを認めるに足りない。

ウ 両側感音難聴と本件室外機の稼働音との因果関係

前記前提事実によれば，申請人ａの両側感音難聴の発症時期は明らかで

はないが，一般的に感音難聴の原因は，騒音性，ストレス性及び薬剤性が
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あり得るのであり（職務上顕著な事実），証拠（甲２の３・４，申請人ａ

及び同ｂ）によれば，申請人ａの場合，診断書に示された難聴を引き起こ

すほど大きな騒音に暴露された事実は証拠上認められないこと，過去に感

音難聴を引き起こす可能性のある特定薬剤の服用歴は認められないこと，

上記のとおり，申請人ａは，本件室外機の稼働音によって相当程度のスト

レスを受けていると窺われること，申請人ａの感音難聴は耳鳴りを伴って

おり，その耳鳴りは，本件建物建築以前にはなかったものであり，本人の

感覚では，耳鳴りの悪化と本件室外機の稼働頻度の上昇は対応しているこ

と（逆に，室外機が稼働しない春・秋などは耳鳴りも沈静化すること），

平成２２年１１月時点と平成２５年２月時点の聴力検査の結果を比較する

と，後者の方が聴覚レベルがやや低下しており，難聴の程度が若干進行し

たといえることなどの事情が認められ，これらを総合すると，申請人ａの

感音難聴の原因はストレス性のものと推認され，かつ，本件室外機の稼働

音はそのストレス誘因の一つとして位置付けるのが妥当である。

したがって，本件室外機がストレス誘因の一つとなったという意味にお

いて，申請人ａのストレス性の感音難聴と本件室外機の稼働音との間には

事実的因果関係があると認められる。もっとも，前記のとおり，申請人ａ

は本件室外機の稼働音以外の音に対しても，申請人ｂですら感じない強い

ストレスを感じるなど（詳細体感調査においても「ｈ工場音」という記載

が複数見られ，これもストレスの誘因となっていることが窺われる。），

環境音に対して極めて敏感な資質を有しており，それが被害発生の背景に

あることが強く推認される。

(3) 申請人ｂの被害と本件室外機の稼働音との因果関係について

ア 不快感と本件室外機の稼働音との対応関係

証拠（職１，申請人ｂ）によれば，申請人ｂについては，本件室外機の

稼働音とみられる騒音レベルの変動と不快感の度合いとの間に対応関係が
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見られ，その不快感の原因として，本件室外機の稼働に伴う１６０Hz及び

１６００Hz付近の周波数の騒音が関係している可能性が高いと指摘されて

いること，申請人ｂは，本件建物建築後の平成２１年１０月か１１月ころ，

就寝中，突然聞こえてきた本件室外機の稼働音で覚醒し，それ以降，本件

室外機が多く稼働する毎冬の夜は寝付けない状況が続いている旨述べてい

ることなどの事情が認められ，特段これに反する証拠もないから，同申請

人が不快を感じる音と本件室外機の稼働音とは対応していると認められる。

イ 不眠症と本件室外機の稼働音との因果関係

申請人ｂは，本件室外機の稼働に伴う騒音及び低周波音によって不眠症

を発症したと主張し，前記前提事実のとおり，不眠症に罹患している旨の

診断書も存在する。

ところで，不眠症とは，入眠障害，中途覚醒，早朝覚醒，熟眠障害など

の睡眠問題が１か月以上続き，日中に倦怠感，意欲低下，集中力低下，食

欲低下などの不調が出現する病気であるところ（厚生労働省「ｅ-ヘルス

ネット」http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-

001.html），尋問において，申請人ｂは，以前から睡眠導入剤の処方を受

け，旅行時など神経が興奮したときに服用していたが，上記のように本件

室外機の稼働音が聞こえるようになってからは入眠障害が常態化し，睡眠

導入剤も常用するようになったことなどを述べており，少なくとも暖房が

多く使用される冬期には，入眠障害が続いているものと推察されるから，

睡眠問題が１か月以上続く時期があることは認められる。しかしながら，

その心身への影響について，申請人ｂは，薬の影響もあって頭がすっきり

しないと述べるにとどまり，上記の症状に該当するような体調不良を伴う

ものとまでは認められない。

したがって，申請人ｂの睡眠問題が不眠症の実態を備えているとは認め

るに足りず，申請人ａと同様，本件室外機の稼働音が一因となって睡眠妨
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害を受け，それによって肉体的・精神的苦痛を受けているという限度で，

事実的因果関係が認められる。なお，上記のとおり，申請人ｂは，本件室

外機の稼働以前から睡眠導入剤を服用しており，その睡眠問題には同申請

人の資質も影響していると考えられる。

また，本件申請の趣旨には，申請人ｂが感音難聴に罹患しているかのよ

うな記載があるが，同申請人は医師から感音難聴の診断を受けておらず，

他の主張や証拠からもそのような事実は窺えない（申請の趣旨の記載の仕

方に誤りがあると思われる。）。

３ 結論と付言

本件室外機の稼働音（騒音）と申請人らの各被害との間には，上記説示の限

度で因果関係が認められるから，その限度で申請人らの本件申請には理由があ

る。したがって，こうした申請人らの被害を低減ないし解消するためには，被

申請人らにおいて何らかの騒音対策（実際の効果は不明であるが，個々の室外

機にカバーを付ける〔ただし，室外機には周囲に一定の空間が必要である。乙

４参照〕，ベランダに目隠しを付ける，室外機の向きを変える，申請人宅の窓

を防音（二重）サッシにするなどの方法が考えられる。）を講じることが望ま

しく，また，そもそも，本件建物の各居室の室外機を全て申請人宅に向けて設

置したこと自体，その距離（約５ｍ）や建物間に障害物がないことなどを考慮

すると，やや配慮に欠けた設計と言われてもやむを得ないと思われる。

他方で，当委員会における原因裁定は，被害と加害行為との間の事実的因果

関係の存否のみを判断するものであり，かかる因果関係が認められたからとい

って直ちに被申請人らの法的責任が認められるものではない。すなわち，本件

のような騒音問題で損害賠償等の法的責任が認められるためには，被害と加害

行為との間の因果関係のほか，その被害が一般社会生活上受忍すべき程度（い

わゆる受忍限度）を越えると認められることが必要であるところ，その受忍限

度の判断は，通常，①侵害行為の態様と程度，②被害の性質と内容・程度，③
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原因行為の社会的重要性，④被害の回避軽減のための加害者による対策とその

効果，⑤侵害行為に対する社会的・行政的な規制に関する一般基準，⑥被害者

の侵害行為への接近の度合い，地域性などを総合考慮して行われる。そして，

申請人らにおいて受忍限度，さらには被申請人の法的責任について判断を求め

ようとすれば，さらに責任裁定や民事訴訟といった手続を経る必要がある（申

請人らにとって軽くはない負担と思われるし，職権調査時に申請人宅内で確認

できた騒音レベルは３０dB前後であり，一般的に睡眠妨害を引き起こす可能性

が認められる下限値程度であることなどからすると，敗訴のリスクもある。）。

こうした事情から，当裁定委員会は，本件騒音問題は話合いによって解決さ

れるべき性質のものと考えていたが，審問手続終結時においては，当事者間の

見解の隔たりが大きく，申請人らが早期の裁定を求めていたこともあって，そ

の調整に多くの時間を割くことはしなかった。本件騒音問題については，今後，

大阪府公害審査会において調停手続が続行されると思われるが，その際には，

申請人ら及び被申請人らにおいて，それぞれ上記のことを念頭に置きつつ，現

実的な議論と互譲を重ねることが肝要と考える。

平成２６年１月２８日

公害等調整委員会裁定委員会

裁定委員長 柴 山 秀 雄

裁 定 委 員 杉 野 翔 子

裁 定 委 員 吉 村 英 子

（別紙一部省略）
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別 紙 １

物 件 目 録

所 在 高槻市○○

家屋番号 ●●

種 類 共同住宅

構 造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき３階建

床 面 積 １階 ７９．４９㎡

２階 ７９．４９㎡

３階 ７９．４９㎡



別　紙　３
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別紙４

低周波音参照値

低周波音による心身に係る苦情に関する参照値

1/3 ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
中心周波数(Hz) 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80
1/3 ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
音圧レベル(dB) 92 88 83 76 70 64 57 52 47 41

「低周波音問題対応の手引書」平成１６年６月環境省環境管理局大気生活環境室




